
JP 2015-182158 A 2015.10.22

10

(57)【要約】
【課題】機能素子と半導体回路素子とを１つの半導体基
板に集積化したＭＥＭＳデバイスにおいて、半導体基板
のトレンチ内で機能素子を収容するキャビティー構造の
機械的強度を向上させる。
【解決手段】このＭＥＭＳデバイスは、主面の第１の領
域にトレンチが形成されると共に、主面の第２の領域に
半導体回路素子の不純物拡散領域が形成された半導体基
板と、半導体基板のトレンチの底面に直接又は絶縁膜を
介して設けられた機能素子と、半導体基板のトレンチ内
に設けられ、機能素子の周囲にキャビティーを形成する
壁部と、キャビティーを覆う蓋部と、キャビティー内に
設けられ、半導体基板のトレンチの底面又は絶縁膜と蓋
部の裏面とに接する支柱とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面の第１の領域にトレンチが形成されると共に、主面の第２の領域に半導体回路素子
の不純物拡散領域が形成された半導体基板と、
　前記半導体基板のトレンチの底面に直接又は絶縁膜を介して設けられた機能素子と、
　前記半導体基板のトレンチ内に設けられ、前記機能素子の周囲にキャビティーを形成す
る壁部と、
　前記キャビティーを覆う蓋部と、
　前記キャビティー内に設けられ、前記半導体基板のトレンチの底面又は前記絶縁膜と前
記蓋部の裏面とに接する支柱と、
を備えるＭＥＭＳデバイス。
【請求項２】
　前記蓋部及び前記半導体回路素子が設けられた前記半導体基板の主面を覆う絶縁層をさ
らに備える、請求項１記載のＭＥＭＳデバイス。
【請求項３】
　前記蓋部上の前記絶縁層の表面が、ＣＭＰ（化学機械研磨）によって加工されている、
請求項２記載のＭＥＭＳデバイス。
【請求項４】
　前記支柱が、前記蓋部の裏面の中央部に接する、請求項１～３のいずれか１項記載のＭ
ＥＭＳデバイス。
【請求項５】
　前記機能素子の少なくとも一部が、前記支柱を構成する、請求項１～４のいずれか１項
記載のＭＥＭＳデバイス。
【請求項６】
　前記支柱が、前記壁部と一体的に構成されている、請求項１～３記載のＭＥＭＳデバイ
ス。
【請求項７】
　前記支柱が、前記機能素子と前記壁部との間の中央部に設けられている、請求項１～３
のいずれか１項記載のＭＥＭＳデバイス。
【請求項８】
　前記支柱が、前記機能素子に電気的に接続された外部接続電極を兼ねる、請求項１～７
のいずれか１項記載のＭＥＭＳデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レゾネーター、センサー、アクチュエーター等の機能素子、及び／又は、電
子回路を１つの基板に集積化したＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）デバイ
ス等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、機能素子として静電容量タイプのレゾネーターを備えるＭＥＭＳデバイスにお
いて、レゾネーターは、基板に形成されたキャビティー内に真空状態で密閉される。また
、真空密閉を必要としない機能素子であっても、塵埃や水分等の影響を防止するために、
キャビティー内に密閉される。
【０００３】
　そのような機能素子と半導体回路素子とを１つの半導体基板に集積化する場合に、従来
は、半導体基板上に機能素子を設けて、機能素子の周囲を絶縁膜等で囲むことにより、キ
ャビティーが形成されていた。従って、キャビティーの上層を研磨することは行われてお
らず、キャビティーを形成する構造について、研磨による機械的ストレスに対する強度は
考慮されていなかった。
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【０００４】
　一方、半導体基板にトレンチを形成してトレンチ内にキャビティーを形成する場合には
、キャビティーを覆う蓋部上に絶縁層を設けて、絶縁層上に配線を形成することが可能と
なる。絶縁層上に配線を形成するためには、蓋部上に設けられた絶縁層をＣＭＰ（Chemic
al Mechanical Polishing：化学機械研磨）によって加工して、絶縁層の表面を平坦化す
ることが望ましい。その際に、キャビティー構造が機械的ストレスに対する十分な強度を
有していないと、蓋部が変形して、キャビティーの気密性や機能素子の特性が損なわれる
おそれがある。
【０００５】
　関連する技術として、特許文献１には、小型化及び薄型化を図りながら、ＭＥＭＳデバ
イスが収容されるキャビティーを高気密に維持することができ、高品質化及び高信頼性化
を図った気密パッケージが開示されている。この気密パッケージにおいては、ＭＥＭＳデ
バイス基板とＩＣ基板とを枠部を介して接合することにより、ＭＥＭＳデバイスを収容す
るキャビティーが形成される。
【０００６】
　また、特許文献２には、接着層を介して半導体基板と支持体とを貼り合わせる場合にお
いて、特定領域にキャビティー空間を容易に設けることができる半導体装置が開示されて
いる。この半導体装置は、半導体基板と、半導体基板上に形成され、半導体基板のキャビ
ティー形成領域の周囲を囲む複数の柱状構造物と、半導体基板の表面上に、接着層及び柱
状構造物を介して貼り合わされた支持体とを備え、デバイス素子が、半導体基板と柱状構
造物と支持体とで囲まれたキャビティーに封止されている。
【０００７】
　さらに、特許文献３には、樹脂トランスファーモールド等の際に外圧が加わったとき、
電極が可動部に近付く方向に電極に応力が加わることを防止する構造を有するＭＥＭＳ素
子が開示されている。このＭＥＭＳ素子は、基板及び封止薄膜を有し、機械的振動を行う
可動部及び可動部に近接して位置する電極が基板と封止薄膜との間に設けられ、可動部と
電極は基板表面に垂直な方向においてギャップを隔てて互いに重なる領域を有し、基板と
封止薄膜との間に、電極によって隔てられる第１のキャビティーおよび第２のキャビティ
ーが形成されており、第１のキャビティーは、可動部と電極が重なる領域にある電極から
見て基板表面に垂直な方向において可動部側に位置し、第２のキャビティーは、可動部と
電極が重なる領域にある電極から見て基板表面に垂直な方向において可動部とは反対側に
位置し、第１のキャビティーの電極と接する側壁の内側表面が、第２のキャビティーの電
極と接する側壁の内側表面よりも、基板表面と平行な方向において内側に位置する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－５９９４１号公報（段落００１３－００１４、図１）
【特許文献２】国際公開ＷＯ２００８／０２３８２６号再公表公報（要約書、段落０００
３、図５）
【特許文献３】特許第５１９２６１０号公報（段落００１７、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１においては、キャビティーを形成するために複数の基板が用いられる。従っ
て、ＭＥＭＳデバイスと半導体回路素子とを１つの基板に集積化することはできない。一
方、特許文献２及び特許文献３においては、単一の基板上にキャビティーが形成される。
しかしながら、基板のトレンチ内にキャビティーを形成することや、キャビティーの上層
に形成される絶縁層の表面を平坦化することは開示されていない。
【００１０】
　そこで、上記の点に鑑み、本発明の目的の１つは、機能素子と半導体回路素子とを１つ
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の半導体基板に集積化したＭＥＭＳデバイスにおいて、半導体基板のトレンチ内で機能素
子を収容するキャビティー構造の機械的強度を向上させて、キャビティーを覆う蓋部の機
械的ストレスによる変形を防止することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以上の課題を解決するため、本発明の１つの観点に係るＭＥＭＳデバイスは、主面の第
１の領域にトレンチが形成されると共に、主面の第２の領域に半導体回路素子の不純物拡
散領域が形成された半導体基板と、半導体基板のトレンチの底面に直接又は絶縁膜を介し
て設けられた機能素子と、半導体基板のトレンチ内に設けられ、機能素子の周囲にキャビ
ティーを形成する壁部と、キャビティーを覆う蓋部と、キャビティー内に設けられ、半導
体基板のトレンチの底面又は絶縁膜と蓋部の裏面とに接する支柱とを備える。
【００１２】
　本発明の１つの観点によれば、半導体基板のトレンチの底面に直接又は絶縁膜を介して
設けられた機能素子の周囲にキャビティーを形成する壁部と、キャビティーを覆う蓋部と
が設けられ、さらに、キャビティー内に、半導体基板のトレンチの底面又は絶縁膜と蓋部
の裏面とに接する支柱が設けられる。それにより、半導体基板のトレンチ内で機能素子を
収容するキャビティー構造の機械的強度を向上させて、キャビティーを覆う蓋部の機械的
ストレスによる変形を防止することができる。
【００１３】
　ここで、ＭＥＭＳデバイスが、蓋部及び半導体回路素子が設けられた半導体基板の主面
を覆う絶縁層をさらに備えるようにしても良い。それにより、機能素子を収容するキャビ
ティーの上層にも、半導体回路素子の上層と同様に、標準的な半導体ウエハープロセスを
用いて配線層を配置できるようになり、ＭＥＭＳデバイスの設計自由度が向上する。
【００１４】
　その場合に、蓋部上の絶縁層の表面が、ＣＭＰ（化学機械研磨）によって加工されてい
ることが望ましい。それにより、蓋部上の絶縁層の表面が平坦化されて、絶縁層上に配線
を形成することが容易になる。
【００１５】
　以上において、支柱が、蓋部の裏面の中央部に接するようにしても良い。蓋部において
最も変形し易いのは中央部であるので、支柱が蓋部の裏面の中央部を支えることにより、
蓋部の変形を有効に防止することができる。また、機能素子の少なくとも一部が、支柱を
構成するようにしても良い。それにより、キャビティー内のスペースを有効に活用するこ
とができる。
【００１６】
　あるいは、支柱が、壁部と一体的に構成されるようにしても良い。それにより、支柱の
位置が壁部によって固定されるので、キャビティーの上層に加えられる機械的ストレスに
よる支柱の位置ずれや傾きを防止することができる。
【００１７】
　あるいは、支柱が、機能素子と壁部との間の中央部に設けられても良い。その場合には
、キャビティーのサイズを確保しながら、機能素子と壁部との間で蓋部が変形し易い箇所
を支柱によって支えることができる。
【００１８】
　以上において、支柱が、機能素子に電気的に接続された外部接続電極を兼ねるようにし
ても良い。それにより、支柱は、蓋部の変形防止と機能素子の電気的接続との両方の役割
を果たすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＭＥＭＳデバイスのトレンチ内の平面図。
【図２】図１のＡ－Ａ'線におけるＭＥＭＳデバイスの主要部を示す断面図。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るＭＥＭＳデバイスの製造工程における断面図。
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【図４】本発明の第１の実施形態に係るＭＥＭＳデバイスの製造工程における断面図。
【図５】本発明の第２の実施形態に係るＭＥＭＳデバイスのトレンチ内の平面図。
【図６】図５のＢ－Ｂ'線におけるＭＥＭＳデバイスの主要部を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、同一の
構成要素には同一の参照符号を付して、重複する説明を省略する。
　本発明の各実施形態に係るＭＥＭＳデバイスは、レゾネーター、センサー、アクチュエ
ーター等の機能素子、及び、電子回路を１つの基板に集積化したデバイスである。
【００２１】
　以下においては、一例として、機能素子として静電容量タイプのレゾネーターを備える
と共に、半導体回路素子としてＭＯＳ電界効果トランジスターを備えるＭＥＭＳデバイス
について説明する。レゾネーターは、半導体基板のトレンチ（表面凹部）内に形成された
キャビティー内に密閉される。
【００２２】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るＭＥＭＳデバイスのトレンチ内の構造を示す平
面図である。図１は、キャビティーが蓋部で覆われる前のトレンチ内の構造を示している
。また、図２は、図１のＡ－Ａ'線におけるＭＥＭＳデバイスの主要部を示す断面図であ
る。図２に示すように、このＭＥＭＳデバイスにおいては、主面（図中上面）の第１の領
域（図中右側）にトレンチ１０ａが形成されると共に、主面の第２の領域（図中左側）に
半導体回路素子の不純物拡散領域が形成された半導体基板１０が用いられる。
【００２３】
　半導体基板のトレンチ１０ａの底面には、絶縁膜２０を介して、下部電極３１及び上部
電極３２を有するレゾネーターが設けられている。レゾネーターの上部電極３２は、カン
チレバー（片持ち梁）状の構造体を含み、構造体の一端が固定され、構造体の他端が可動
となっている。
【００２４】
　また、半導体基板のトレンチ１０ａ内には、レゾネーターの周囲にキャビティーを形成
する壁部４０が設けられており、壁部４０によって形成されるキャビティー内には、少な
くとも１つの支柱が設けられている。一例として、図１には、支柱４１～４８が示されて
おり、図２には、それらの内で、図１のＡ－Ａ'線上に位置する支柱４１及び４２のみが
示されている。
【００２５】
　この例においては、下部電極３１、上部電極３２、壁部４０、及び、支柱４１～４８が
、半導体基板のトレンチ１０ａの底面に絶縁膜２０を介して設けられているが、下部電極
３１、上部電極３２、壁部４０、及び、支柱４１～４８は、半導体基板のトレンチ１０ａ
の底面に直接設けられても良い。また、壁部４０の周囲には、壁部４０を補強する絶縁膜
５１が設けられている。
【００２６】
　例えば、絶縁膜２０は、ニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）の絶縁膜２１と、窒化ケイ素（Ｓｉ
Ｎ）の絶縁膜２２とを含んでいる。下部電極３１、上部電極３２、壁部４０、及び、支柱
４１～４８は、不純物がドープされて導電性を有するポリシリコン等で形成される。また
、絶縁膜５１は、ニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）等で形成される。
【００２７】
　支柱４１～４８は、例えば、角柱又は円柱の形状を有している。支柱４１～４８の内で
、支柱４１及び４２は、レゾネーターの下部電極３１及び上部電極３２を電子回路にそれ
ぞれ電気的に接続するための２つ外部接続電極を兼ねている。従って、支柱４１は、下部
電極３１に電気的に接続されており、下部電極３１と一体的に構成されても良い。また、
支柱４２は、上部電極３２に電気的に接続されており、上部電極３２と一体的に構成され
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ても良い。
【００２８】
　半導体基板のトレンチ１０ａ内において、壁部４０によって囲まれた領域がキャビティ
ーとなる。キャビティー内の空間は、高真空領域とされる。キャビティー内に設けられた
レゾネーターにおいて、下部電極３１と上部電極３２との間に交流電圧を印加することに
より、静電力によって上部電極３２の機械的振動が励起され、この機械的振動に起因する
下部電極３１と上部電極３２との間の静電容量の変化が検出される。
【００２９】
　図２に示すように、キャビティーは、レゾネーターとの間に間隙を伴って、第１の蓋部
６０と第２の蓋部７０とを含む蓋部によって覆われている。第１の蓋部６０は、例えば、
窒化ケイ素（ＳｉＮ）等の絶縁膜６１と、導電性を有するポリシリコン膜６２とを含んで
いる。なお、ポリシリコン膜６２の表面に、窒化チタン（ＴｉＮ）又はサリサイド等の膜
が設けられても良い。
【００３０】
　ポリシリコン膜６２の一部は、支柱４１の主面（図中上面）における所定の領域に設け
られ、支柱４１に電気的に接続されている。また、ポリシリコン膜６２の該一部から絶縁
されている他の一部は、支柱４２の主面（図中上面）における所定の領域に設けられ、支
柱４２に電気的に接続されている。
【００３１】
　第１の蓋部６０は、開口（リリースホール）６０ａが形成されており、開口６０ａ以外
の部分でキャビティーを覆っている。開口６０ａは、キャビティー内に形成された犠牲膜
をリリースエッチングによって除去する際に使用される。その後、キャビティー内を減圧
状態（真空状態）として、第１の蓋部６０の表面に、アルミニウム（Ａｌ）等の封止材を
用いて第２の蓋部７０が形成される。
【００３２】
　第２の蓋部７０は、ポリシリコン膜６２を介して支柱４１に電気的に接続されると共に
、第２の蓋部７０の他の部分から絶縁された中間導電体７１と、ポリシリコン膜６２を介
して支柱４２に電気的に接続されると共に、第２の蓋部７０の他の部分から絶縁された中
間導電体７２と、第１の蓋部の開口６０ａを封止する封止部７３とを含んでいる。
【００３３】
　支柱４１～４８は、キャビティー内において、半導体基板のトレンチ１０ａの底面又は
絶縁膜２０と蓋部の裏面（絶縁膜６１又はポリシリコン膜６２）とに接している。それに
より、半導体基板のトレンチ１０ａ内でレゾネーターを収容するキャビティー構造の機械
的強度を向上させて、キャビティーを覆う蓋部の機械的ストレスによる変形を防止するこ
とができる。その結果、キャビティーの気密性やレゾネーターの特性が維持される。
【００３４】
　ここで、図１に示すように、支柱４５～４８は、壁部４０と一体的に構成されている。
それにより、支柱４５～４８の位置が壁部４０によって固定されるので、キャビティーの
上層に加えられる機械的ストレスによる支柱４５～４８の位置ずれや傾きを防止すること
ができる。
【００３５】
　一方、支柱４１～４４は、レゾネーターと壁部４０との間の中央部に設けられている。
その場合には、キャビティーのサイズを確保しながら、レゾネーターと壁部４０との間で
蓋部が変形し易い箇所を支柱４１～４４によって支えることができる。
【００３６】
　また、支柱４１及び４２は、レゾネーターに電気的に接続された外部接続電極を兼ねて
いる。それにより、支柱４１及び４２は、蓋部の変形防止とレゾネーターの電気的接続と
の両方の役割を果たすことができる。
【００３７】
　レゾネーターの下部電極３１及び上部電極３２、壁部４０、及び、支柱４１～４８は、
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半導体基板のトレンチ１０ａ内において、半導体基板１０の主面よりも低い領域に設けら
れていることが望ましい。それにより、キャビティーが半導体基板１０の主面よりも低い
領域に形成されるので、蓋部の厚さを、キャビティー内を高真空に保つために十分な厚さ
とすることができる。
【００３８】
　一方、図２に示すように、半導体基板１０の主面の第２の領域には、半導体回路素子が
設けられている。例えば、半導体基板１０内に、ＭＯＳ電界効果トランジスター（ＭＯＳ
ＦＥＴ）のソース及びドレインとなる不純物拡散領域８１及び８２が設けられ、半導体基
板１０上に、ゲート絶縁膜を介してゲート電極８３が設けられている。
【００３９】
　蓋部及び半導体回路素子が設けられた半導体基板１０には、ニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）
又はＢＰＳＧ（Boron Phosphorus Silicon Glass）等で、半導体基板１０の主面を覆う第
１の絶縁層（層間絶縁膜）９１が設けられている。第１の絶縁層９１は、絶縁膜６１に接
して、第２の蓋部７０の中間導電体７１及び７２を封止部７３から絶縁する。
【００４０】
　第１の絶縁層９１の第１の領域において、第１の絶縁層９１を貫通して中間導電体７１
及び７２にそれぞれ電気的に接続されたタングステン（Ｗ）等のコンタクトプラグ（電極
）１０１及び１０２が設けられている。また、第１の絶縁層９１の第２の領域において、
第１の絶縁層９１を貫通して不純物拡散領域８１及び８２及びゲート電極８３にそれぞれ
電気的に接続されたタングステン（Ｗ）等のコンタクトプラグ（電極）１０３～１０５が
設けられている。
【００４１】
　第１の絶縁層９１の表面に設けられたアルミニウム（Ａｌ）等の第１の配線層において
、コンタクトプラグ１０１～１０５に対する電気的な接続が行われる。さらに、必要に応
じて、第２の絶縁層９２を介して第２の配線層が設けられ、以下同様に、所望の数の配線
層が配置される。また、最上層の配線層の表面には、保護膜（図示せず）が設けられる。
【００４２】
　このように、蓋部及び半導体回路素子が設けられた半導体基板１０の主面を覆う絶縁層
９１を設けることにより、機能素子を収容するキャビティーの上層にも、半導体回路素子
の上層と同様に、標準的な半導体ウエハープロセスを用いて配線層を配置できるようにな
り、ＭＥＭＳデバイスの設計自由度が向上する。
【００４３】
　例えば、第１の配線層に設けられた配線１１１によって、コンタクトプラグ１０１とコ
ンタクトプラグ１０３とが電気的に接続される。また、第２の配線層に設けられた配線１
１２によって、第１の配線層を介して、コンタクトプラグ１０２とコンタクトプラグ１０
４とが電気的に接続される。それにより、レゾネーターを半導体回路素子に電気的に接続
することができる。
【００４４】
　ここで、蓋部上の第１の絶縁層９１の表面が、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishin
g：化学機械研磨）によって加工されていることが望ましい。それにより、蓋部上の第１
の絶縁層９１の表面が平坦化されて、第１の絶縁層９１上に配線を形成することが容易に
なる。
【００４５】
　蓋部上の第１の絶縁層９１の表面をＣＭＰによって加工する際に、キャビティーの上層
に機械的ストレスが加えられる。本実施形態によれば、キャビティー内に支柱４１～４８
を設けることによって、キャビティー構造の機械的強度を向上させ、蓋部上の第１の絶縁
層９１の表面をＣＭＰによって加工する際の機械的ストレスによる蓋部の変形を防止する
ことができる。
【００４６】
　図１及び図２に示す例においては、機能素子としてのレゾネーターがキャビティーの中
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央部に設けられているが、機能素子をキャビティーの周辺部に設けて１つの支柱をキャビ
ティーの中央部に設けることにより、その支柱が蓋部の裏面の中央部に接するようにして
も良い。蓋部において最も変形し易いのは中央部であるので、支柱が蓋部の裏面の中央部
を支えることにより、蓋部の変形を有効に防止することができる。
【００４７】
　次に、図１及び図２に示すＭＥＭＳデバイスの製造方法について説明する。
　図３及び図４は、本発明の第１の実施形態に係るＭＥＭＳデバイスの製造工程における
断面図である。まず、図３（ａ）に示すように、例えば、シリコン単結晶等で構成された
半導体基板１０の主面の一部に、フォトリソグラフィー法によってレジスト１１を設けて
ドライエッチングを行うことにより、半導体基板１０の主面の第１の領域に深いトレンチ
（ディープトレンチ）１０ａが形成される。その後、レジスト１１が除去される。
【００４８】
　次に、図３（ｂ）に示すように、半導体基板のトレンチ１０ａの底面に絶縁膜２０が形
成される。例えば、絶縁膜２０は、ニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）の絶縁膜２１と、窒化ケイ
素（ＳｉＮ）の絶縁膜２２とを含んでいる。窒化ケイ素（ＳｉＮ）の絶縁膜２２は、後述
するキャビティー内の犠牲膜を除去するためのウエットエッチング（リリースエッチング
）に耐えることができる。
【００４９】
　また、半導体基板のトレンチ１０ａの底面に絶縁膜２０を介して、不純物がドープされ
て導電性を有するポリシリコン等を形成し、レジストを用いたドライエッチングよってパ
ターニングすることにより、レゾネーターの下部電極３１が形成される。さらに、下部電
極３１上にギャップ犠牲膜２３を形成した後、導電性を有するポリシリコン等を形成し、
レジストを用いたドライエッチングによってパターニングすることにより、レゾネーター
の上部電極３２、壁部４０、支柱４１～４８（図１）が形成される。その後、ギャップ犠
牲膜２３が、ウエットエッチングによって除去される。
【００５０】
　これにより、半導体基板のトレンチ１０ａの底面に絶縁膜２０を介して、下部電極３１
及び上部電極３２を有するレゾネーターが形成されると共に、半導体基板のトレンチ１０
ａ内に、レゾネーターの周囲にキャビティーを形成する壁部４０が形成される。また、キ
ャビティー内に、支柱４１～４８（図１）が形成される。なお、下部電極３１、上部電極
３２、壁部４０、及び、支柱４１～４８は、半導体基板のトレンチ１０ａの底面に直接形
成されても良い。
【００５１】
　次に、レゾネーター等が形成された半導体基板１０の表面に、プラズマＣＶＤ法によっ
てニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）等の絶縁膜が堆積された後、ニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）等の
絶縁膜が、ＣＭＰ（化学機械研磨）によって研磨され、さらに、エッチングされる。その
結果、図４（ａ）に示すように、半導体基板１０のトレンチ内において、壁部４０の周囲
にニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）等の絶縁膜５１が形成されると共に、キャビティー内に犠牲
膜としてニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）等の絶縁膜５２が形成される。
【００５２】
　次に、絶縁膜５１及び５２等が形成された半導体基板１０の表面に、窒化ケイ素（Ｓｉ
Ｎ）等の絶縁膜が形成された後、窒化ケイ素（ＳｉＮ）等の絶縁膜が、レジストを用いた
ドライエッチングによってパターニングされる。その結果、支柱４１及び４２の主面の一
部及び絶縁膜５１及び５２の一部を覆う窒化ケイ素（ＳｉＮ）等の絶縁膜６１が形成され
る。
【００５３】
　また、絶縁膜６１等が形成された半導体基板１０の表面に、導電性を有するポリシリコ
ン膜が形成された後、ポリシリコン膜が、レジストを用いたドライエッチングによってパ
ターニングされる。その結果、絶縁膜６１及びポリシリコン膜６２を含む第１の蓋部６０
が形成される。第１の蓋部６０は、開口６０ａが形成されており、開口６０ａ以外の部分
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でキャビティーを覆っている。
【００５４】
　ここで、ポリシリコン膜６２の一部は、支柱４１の主面における所定の領域に設けられ
、支柱４１に電気的に接続される。また、ポリシリコン膜６２の他の一部は、支柱４２の
主面における所定の領域に設けられ、支柱４２に電気的に接続される。
【００５５】
　次に、第１の蓋部６０等が形成された半導体基板１０の表面に対して、絶縁膜の平坦化
等が行われる。その後、図４（ｂ）に示すように、半導体基板１０の主面の第２の領域に
、半導体回路素子として、例えば、ＭＯＳ電界効果トランジスター（ＭＯＳＦＥＴ）が形
成される。
【００５６】
　即ち、半導体基板１０上に、ゲート絶縁膜を介してゲート電極８３が形成され、ゲート
電極８３の両側の半導体基板１０内に、ソース及びドレインとなる不純物拡散領域８１及
び８２が形成される。また、ゲート絶縁膜及びゲート電極８３の側壁に、絶縁性を有する
サイドウォールを形成しても良い。さらに、サイドウォールの周囲の領域に、所定の厚さ
を有する絶縁膜を形成しても良い。
【００５７】
　次に、ＭＯＳ電界効果トランジスター等が形成された半導体基板１０の表面に、フォト
リソグラフィー法によって、第１の蓋部の開口６０ａに対応する位置に開口２４ａを有す
るレジスト２４が設けられる。さらに、キャビティー内の犠牲膜であるニ酸化ケイ素（Ｓ
ｉＯ２）等の絶縁膜が、エッチング液としてフッ酸等を用いたウエットエッチング（リリ
ースエッチング）によって除去される。その後、レジスト２４が、アッシング等によって
除去される。
【００５８】
　次に、真空チャンバー内において、スパッター（高真空成膜法）によってアルミニウム
（Ａｌ）等の封止材を第１の蓋部６０の表面に堆積させ、堆積した封止材が、レジストを
用いたドライエッチングによってパターニングされる。それにより、図２に示すように、
第１の蓋部６０の表面に、封止材で第２の蓋部７０が形成される。
【００５９】
　第２の蓋部７０は、ポリシリコン膜６２を介して支柱４１の所定の領域に電気的に接続
される中間導電体７１と、ポリシリコン膜６２を介して支柱４２の所定の領域に電気的に
接続される中間導電体７２と、第１の蓋部の開口６０ａを封止する封止部７３とを含んで
いる。
【００６０】
　次に、ニ酸化ケイ素（ＳｉＯ２）又はＢＰＳＧ等で、第１の蓋部６０と第２の蓋部７０
と半導体回路素子とが形成された半導体基板１０の主面を覆う第１の絶縁層９１が形成さ
れる。第１の絶縁層９１は、絶縁膜６１に接して、第２の蓋部７０の中間導電体７１及び
７２を封止部７３から絶縁する。さらに、第１の絶縁層９１の表面を、ＣＭＰ（化学機械
研磨）によって加工することが望ましい。それにより、第１の絶縁層９１の表面が平坦化
されて、第１の絶縁層９１上に配線を形成することが容易になる。
【００６１】
　次に、第１の絶縁層９１を貫通して中間導電体７１及び７２にそれぞれ電気的に接続さ
れるタングステン（Ｗ）等のコンタクトプラグ１０１及び１０２と、第１の絶縁層９１を
貫通して半導体回路素子に電気的に接続されるタングステン（Ｗ）等のコンタクトプラグ
１０３～１０５とが、同時に形成される。
【００６２】
　次に、第１の絶縁層９１の表面に、アルミニウム（Ａｌ）等で、第１の配線層が形成さ
れる。第１の配線層において、コンタクトプラグ１０１～１０５に対する電気的な接続が
行われる。例えば、第１の配線層に設けられた配線１１１によって、コンタクトプラグ１
０１とコンタクトプラグ１０３とが電気的に接続される。
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【００６３】
　さらに、必要に応じて、第２の絶縁層９２を介して第２の配線層が形成され、以下同様
に、所望の数の配線層が形成される。例えば、第２の配線層に設けられた配線１１２によ
って、第１の配線層を介して、コンタクトプラグ１０２とコンタクトプラグ１０４とが電
気的に接続される。
【００６４】
　それにより、レゾネーターを半導体回路素子に電気的に接続することができる。このよ
うに、レゾネーターを収容するキャビティーの上層にも、半導体回路素子の上層と同様に
、標準的な半導体ウエハープロセスを用いて、必要に応じた数の配線層を配置することが
できる。その後、最上層の配線層の表面に、保護膜（図示せず）が形成される。
【００６５】
＜第２の実施形態＞
　図５は、本発明の第２の実施形態に係るＭＥＭＳデバイスのトレンチ内の構造を示す平
面図である。図５は、キャビティーが蓋部で覆われる前のトレンチ内の構造を示している
。また、図６は、図５のＢ－Ｂ'線におけるＭＥＭＳデバイスの主要部を示す断面図であ
る。第２の実施形態においては、機能素子の少なくとも一部が支柱を構成している。その
他の点に関しては、第２の実施形態は、第１の実施形態と同様である。
【００６６】
　半導体基板のトレンチ１０ａの底面には、絶縁膜２０を介して、下部電極３１及び上部
電極３２を有するレゾネーターが設けられている。ここで、上部電極３２の一部が、支柱
３２ａを構成している。さらに、上部電極３２は、カンチレバー（片持ち梁）状の２つの
構造体３２ｂを含んでおり、各々の構造体３２ｂの一端が支柱３２ａに固定され、構造体
３２ｂの他端が可動となっている。
【００６７】
　また、半導体基板のトレンチ１０ａ内には、レゾネーターの周囲にキャビティーを形成
する壁部４０が設けられており、壁部４０によって形成されるキャビティー内には、少な
くとも１つの支柱が設けられても良い。一例として、図５には、支柱４１～４８が示され
ており、図６には、それらの内で、図５のＢ－Ｂ'線上に位置する支柱４５及び４６のみ
が示されている。
【００６８】
　この例においては、下部電極３１、上部電極３２、壁部４０、及び、支柱４１～４８が
、半導体基板のトレンチ１０ａの底面に絶縁膜２０を介して設けられているが、下部電極
３１、上部電極３２、壁部４０、及び、支柱４１～４８は、半導体基板のトレンチ１０ａ
の底面に直接設けられても良い。また、壁部４０の周囲には、壁部４０を補強する絶縁膜
５１が設けられている。
【００６９】
　ここで、支柱４５、及び、上部電極３２の一部によって構成される支柱３２ａは、レゾ
ネーターの下部電極３１及び上部電極３２を電子回路にそれぞれ電気的に接続するための
２つの外部接続電極を兼ねている。支柱４５は、下部電極３１に電気的に接続されており
、下部電極３１と一体的に構成されても良い。また、支柱３２ａは、２つの構造体３２ｂ
に電気的に接続されており、２つの構造体３２ｂと一体的に構成されても良い。
【００７０】
　半導体基板のトレンチ１０ａ内において、壁部４０によって囲まれた領域がキャビティ
ーとなる。キャビティー内の空間は、高真空領域とされる。キャビティー内に設けられた
レゾネーターにおいて、下部電極３１と上部電極３２との間に交流電圧を印加することに
より、静電力によって上部電極３２の構造体３２ｂの機械的振動が励起され、この機械的
振動に起因する下部電極３１と上部電極３２との間の静電容量の変化が検出される。
【００７１】
　図６に示すように、キャビティーは、第１の蓋部６０と第２の蓋部７０とを含む蓋部に
よって覆われている。第１の蓋部６０は、例えば、窒化ケイ素（ＳｉＮ）等の絶縁膜６１
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と、導電性を有するポリシリコン膜６２とを含んでいる。なお、ポリシリコン膜６２の表
面に、窒化チタン（ＴｉＮ）又はサリサイド等の膜が設けられても良い。
【００７２】
　ポリシリコン膜６２の一部は、支柱４５の主面（図中上面）における所定の領域に設け
られ、支柱４５に電気的に接続されている。また、ポリシリコン膜６２の他の一部は、支
柱３２ａの主面（図中上面）における所定の領域に設けられ、支柱３２ａに電気的に接続
されている。
【００７３】
　第１の蓋部６０は、図６に示されていない位置に開口（リリースホール）が形成されて
おり、開口以外の部分でキャビティーを覆っている。開口は、キャビティー内に形成され
た犠牲膜をリリースエッチングによって除去する際に使用される。その後、キャビティー
内を減圧状態（真空状態）として、第１の蓋部６０の表面に、アルミニウム（Ａｌ）等の
封止材を用いて第２の蓋部７０が形成される。
【００７４】
　第２の蓋部７０は、ポリシリコン膜６２を介して支柱４５に電気的に接続されると共に
第１の蓋部６０の開口を封止する中間導電体７１と、ポリシリコン膜６２を介して支柱３
２ａに電気的に接続されると共に、第２の蓋部７０の他の部分から絶縁された中間導電体
７２とを含んでいる。その他の構造は、第１の実施形態におけるのと同様である。
【００７５】
　ここで、中間導電体７１を基準電位（例えば、接地電位０Ｖ）の配線に接続する場合に
は、壁部４０、支柱４５～４８、及び、蓋部の大部分が、外部の電子機器が発生する電磁
波の影響からレゾネーターを保護するシールドの役目を果たすことができる。その場合に
、支柱３２ａの周囲以外のキャビティーの底面に下部電極３１を広げて、シールド効果を
高めても良い。このようにシールドの役目を果たすことができる構造は、本実施形態に限
定されず、当然ながら第１の実施形態にも適用することができる。
【００７６】
　本発明の第２の実施形態によれば、機能素子の少なくとも一部が支柱を構成するので、
キャビティー内のスペースを有効に活用することができる。また、機能素子の少なくとも
一部によって構成される支柱が外部接続電極を兼ねることにより、蓋部の変形防止と機能
素子の電気的接続との両方が達成される。さらに、１つの支柱をキャビティーの中央部に
設けることにより、その支柱が、蓋部の裏面の中央部に接している。蓋部において最も変
形し易いのは中央部であるので、支柱が蓋部の裏面の中央部を支えることにより、蓋部の
変形を有効に防止することができる。
【００７７】
　上記の実施形態においては、機能素子としてレゾネーターを備えるＭＥＭＳデバイスに
ついて説明したが、本発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではない。例えば
、本発明は、センサーやアクチュエーター等の機能素子を備えるＭＥＭＳデバイスにおい
ても利用可能であり、当該技術分野において通常の知識を有する者によって、本発明の技
術的思想内で多くの変形が可能である。
【符号の説明】
【００７８】
　１０…半導体基板、１０ａ…トレンチ、１１…レジスト、２０…絶縁膜、２１…ニ酸化
ケイ素（ＳｉＯ２）の絶縁膜、２２…窒化ケイ素（ＳｉＮ）の絶縁膜、２３…ギャップ犠
牲膜、２４…レジスト、３１…下部電極、３２…上部電極、３２ａ…支柱、３２ｂ…構造
体、４０…壁部、４１～４８…支柱、５１、５２…絶縁膜、６０…第１の蓋部、６１…絶
縁膜、６２…ポリシリコン膜、７０…第２の蓋部、７１、７２…中間導電体、７３…封止
部、８１、８２…不純物拡散領域、８３…ゲート電極、９１、９２…絶縁層、１０１～１
０５…コンタクトプラグ、１１１、１１２…配線
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